
お申込前に必ずお読みください。 
  （ご注意）この申込書は、すでにアクセスジェイを契約しているお客様専用です。 
  アクセスジェイをご契約されていないお客様は、アクセスジェイ新規申込書をご利用ください。 
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投資信託取引報告書等の電子交付サービスに関するご案内 
１．電子交付サービスとは 
 投資信託取引報告書等の電子交付サービス（以下、｢当サービス｣といいます）は、法令に

より投資信託お取引に関して当行からお客様への交付が義務付けられている取引報告書等の

書面を、「書面での交付（郵送）」に代えてウェブサイト上（インターネット投資信託サービ

ス）において「電子書面（ＰＤＦファイル）で交付し閲覧できるサービス」です。 
２．電子交付対象書面 
  当サービスの対象となる報告書等は以下の６種類です。 

（１） 取引報告書 
（２） 取引残高報告書 
（３） 投資信託分配金のお知らせ（兼再投資報告書） 
（４） 分配金・償還金お支払いのご案内（支払通知書） 
（５） 特定口座源泉徴収（還付）明細書 
（６） 運用報告書 

３．利用条件 
 当サービスのお申込には、常陽ダイレクトバンキング「アクセスジェイ」をご契約のうえ、

投資信託口座を関連口座として登録いただくことが必要です。 
４．利用手数料 
 当サービスのご利用手数料は無料です。ただし「アクセスジェイ」のご利用には所定の手

数料が必要です。 
５．利用方法 
 当サービスによる各種報告書等の閲覧は、インターネット投資信託サービス（アクセスジ

ェイ「ネットアクセス」にログイン後、「投資信託」メニューを開く）よりご利用になれます。 
６．利用開始時期等 
 当サービスの申込を当行が受理し、システム登録が完了した日以降に作成される前記２．

の書面は、すべて電子交付され、郵送による交付はされません。当行のシステム登録は当行

が申込を受理した日から３営業日後までに完了します。報告書等の作成日は、お取引内容や

報告書等の種類により異なります。 
 当サービスによる各種報告書等の閲覧は、報告書等作成日の翌々営業日午前１０時から、

作成日の５年後まで可能です。アクセスジェイを新規にご契約される場合は、「アクセスジェ

イご契約者カード」がお手元に届いた後（お申込後約２週間で郵送）に閲覧が可能になりま

す。なお、すでに郵送で交付した報告書等は、当サービスによる閲覧はできません。 

【ご注意事項】 
・ 当サービスは、当行のウェブサイト上（インターネット投資信託サービス）に書面の記載事項を記録し、お

客様の閲覧に供する方法により行います。 
・ 当サービスのご利用には、「アクセスジェイ」のご契約および「アクセスジェイご利用ガイド」等で当行が

推奨するインターネット利用環境、ＰＤＦファイル閲覧ソフト等が必要となります。 
・ 当サービスのご利用は、アクセスジェイ「ネットアクセス」投資信託サービス時間帯に限ります。 
・ 当サービスの申込は、前記２．の対象書面について一括して行うものとし、一部の書面のみに限定してのご

利用はできません。前記２．の対象書面に変更（追加・削除）が生じた場合には、当行ホームページ上にて

お知らせし、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものといたします。 
・ 当サービスをご利用いただいている場合でも、法令の変更や監督官庁等の指示、またその他必要な状況が発

生した場合には、当サービスに代えて、既に当サービスで交付した書面も含めて郵送による交付を行うこと

がございます。 
・ 以下に該当する場合には、当サービスのご利用を中止させていただき、各種報告書等は郵送による交付に変

更させていただきます。 
（１）お客様が当サービスの利用中止を申出た場合 
（２）お客様がアクセスジェイ関連口座から投資信託口座を削除した場合 
（３）お客様がアクセスジェイを解約した場合 
（４）お客様が本注意事項等に同意いただけない場合 
（５）当行が合理的な理由をもって利用中止が適当であると判断した場合 

以上 



＜記入例＞ 
  （ご注意）この申込書は、すでにアクセスジェイを契約しているお客様専用です。 
  アクセスジェイをご契約されていないお客様は、アクセスジェイ新規申込書をご利用ください。 
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投資信託取引報告書等の電子交付サービス申込書 

 

平成○○年○○月○○日 

株式会社常陽銀行 御中 

おところ 

                    

お電話番号 ０２９（○○○）○○○○  

                        （フリガナ） ジョウヨウ イチロウ 

 お名前 

                                         

 

 私は、「投資信託取引報告書等の電子交付サービスに関するご案内」の記載事項に同意のうえ、

投資信託取引報告書等の電子交付サービスを申込みます。 

 

＜電子交付の対象となる報告書等＞ 

（１） 取引報告書 

（２） 取引残高報告書 

（３） 投資信託分配金のお知らせ（兼再投資報告書） 

（４） 分配金・償還金お支払いのご案内（支払通知書） 

（５） 特定口座源泉徴収（還付）明細書 

（６） 運用報告書 

 

 なお、利用開始／利用中止の時期については、貴行所定のシステム登録日以降となることを

了承いたします。 

以上 

 

 

 

 
 

取次店名 
（取次の場合） 

口座店名 投資信託口座番号 

     

 

精査検印
本部 

ＦＡＸ済印
ご案内交付 印鑑照合 

資格者 

受付印 

  WEB 

ダウンロード 

交付済 

  

（顧客カードとともに永久保存） 

お申込区分 
（いずれかに○をご記入ください）

１．利用開始 ２．利用中止 

 
店番 投資信託口座番号 

０ ０ ４ △ △ △ △ △ △ △

【銀行使用欄】 
アクセスジェイ契約 

（いずれかに○） 

関連口座 

登録確認印

契約者番号  
既契約 

 

 
同時申込 

 

 

常
陽

水戸市南町２－５－５ 

 常 陽 一 郎 

必要事項をご記入のうえ、投資信託口座の

届出印をご捺印ください。 

市場国際部にＦＡＸ（７５６３０３） 



  （ご注意）この申込書は、すでにアクセスジェイを契約しているお客様専用です。 
  アクセスジェイをご契約されていないお客様は、アクセスジェイ新規申込書をご利用ください。 
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投資信託取引報告書等の電子交付サービス申込書 

 

平成  年  月  日 

株式会社常陽銀行 御中 

おところ 

                    

お電話番号    （    ）     

                        （フリガナ） 

 お名前 

                                         

 

 私は、「投資信託取引報告書等の電子交付サービスに関するご案内」の記載事項に同意のうえ、

投資信託取引報告書等の電子交付サービスを申込みます。 

 

＜電子交付の対象となる報告書等＞ 

（１） 取引報告書 

（２） 取引残高報告書 

（３） 投資信託分配金のお知らせ（兼再投資報告書） 

（４） 分配金・償還金お支払いのご案内（支払通知書） 

（５） 特定口座源泉徴収（還付）明細書 

（６） 運用報告書 

 

 なお、利用開始／利用中止の時期については、貴行所定のシステム登録日以降となることを

了承いたします。 

以上 

 

 

 

 
 

取次店名 
（取次の場合） 

口座店名 投資信託口座番号 

     

 

精査検印
本部 

ＦＡＸ済印
ご案内交付 印鑑照合 

資格者 

受付印 

  WEB 

ダウンロード 

交付済 

  

（顧客カードとともに永久保存） 

お申込区分 
（いずれかに○をご記入ください）

１．利用開始 ２．利用中止 

 
店番 投資信託口座番号 

 
 

         

市場国際部にＦＡＸ（７５６３０３） 

【銀行使用欄】 
アクセスジェイ契約 

（いずれかに○） 

関連口座 

登録確認印

契約者番号  
既契約 

 

 
同時申込 

 

 

届出印
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申込書の郵送先（切り取って封筒に貼ってお使いください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
※郵送料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。 
 

〒３１０－００４５ 

水戸市新原１－３－３ 

株式会社常陽銀行 常陽ハローセンター 行


